別記様式第5号(第5条関係)
	
重度障害者福祉手当不支給・返還通知書


年　　月　　日　


　　　　　　　　　　様



長門市長　　　　　　　　　　　

　長門市重度障害者福祉手当条例第6条の規定により、福祉手当を不支給としましたので通知します。また、同条の規定により、既に福祉手当の支給を受けている場合は、次のとおり返還してください。


	障害者(児)
	住所
	　

	
	氏名及び生年月日
	　
(　　　　　　　年　　　月　　　日生)

	不支給決定年月日
	年　　　月　　　日

	不支給とした理由
	　

	返還義務者
	　

	返還金額等
	年度分福祉手当　　　　　　　　　円

	返還場所
	　

	返還期限
	年　　　月　　　日



